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土壌改良 
 

「われわれは、国家的ニーズに適合した土地改革、慈善目的のための無償

土地収用法の制定、地代の廃止、あらゆる土地投機の防止を要求する」。 

 

私有財産で特に問題となるのは、土地の私有化である。土地は国民全体の

栄養基盤であり、レクリエーションの場であり、公衆衛生の前提条件であ

る。土地は利己的な利潤追求による環境汚染に脅かされており、自由に増

やすことができず、かけがえのないものであるため、投機の対象として人

気がある。 
 

したがって、NSDAPは、この分野でも社会主義的フォルクスゲマイン

シャフトの原則を強制するために、特別に鋭い措置を要求する。  
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基本的に、土地投機はすべて阻止されなければならない！その他のあらゆ

る富裕化、たとえば地代や賃貸収入による富裕化も不可能にすべきであ

る。 
 

この背後には、土地は最終的には国民共同体全体の所有物でなければなら

ず、決して労働をともなわず楽をして個人を豊かにするために役立っては

ならないという考えがある。これを阻止するために、NSDAPは、非商業

的収用の法的条件を作り出すことを要求している。その助けによって、諸

民族は、自らの生活空間と食料と生活の基盤を取り戻すのである。この収

用は、一般に、土地で働くことなく土地から収入を得ているすべての人々

に影響を及ぼす。例えば、工場などが建設された土地の所有権も不当であ

る。これらの土地は引き続き私有であってもよいが、その上に立つ土地は

共同体に返還され、その後、課税対象となる使用権という形で、元の所有

者が再び利用できるようになる。 
 

基本的に、自分の家を建てるための土地の私有権でさえ意味をなさない。

しかし、ここでは個々の人民同志が勤勉と誠意によって財産を手に入れた

のだから、投機目的でこの財産を悪用しない限り、原則として干渉を控え

る。しかし、将来的には、土地の建設や購入を望む人民同志には、土地の

使用権のみが与えられるようになるだろう。 
 

社会主義人民共同体において倫理的に正当化されるのは、自らの勤勉な労

働によって人民の食糧を確保する人々、すなわち農民の財産と土地の私有

のみである。  

 

農村の土地所有は維持され、国民社会に受け入れられているだけでなく、

心から肯定され、促進されている。それはまた、農民をより強固にショー

レに結びつけ、農民の生活様式を維持するために継承されるようになっ

た。  
 

しかし、この健全な農民の保証と促進には、国家のニーズに適合した包括

的な土地改革が先行している。この土地改革は、所有地が広すぎて自力で

耕作することができず、労働と労苦を伴わない収入を得るために土地を貸

し出してその一部を悪用する農民や、土地に住んで働くことをまったくし
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ない農民のすべてに影響を及ぼす。このような土地は収用され、労働意欲

のある新規就農者や、土地所有だけでは生計を維持できない人々に分配さ

れる。 
 

要約すると、NSDAPの農業政策綱領にはこうある： 
 

  寛大な土地改革による健全な農民の創出、田舎でも労働と労力のない収

入の抑制、土地所有による農民の健全な農民の創出、国民的必要性に応じ

た農民の土地私有権の維持と促進。  
 

これらの国家的ニーズには、可能な限りの自給自足（自国主義）と、ドイ

ツの農民の背後でグロテスクな不始末を引き起こしているEC政策などの

国際的影響の抑制も含まれる。 
 
 

18  

国民の害虫に対する死刑 
 

「われわれは、その活動によって共同の利益を害する者たちに対する冷酷

な闘争を要求する。庶民-犯罪者、高利貸し、ゆすり屋などは、宗派や人

種に関係なく、死刑に処する。" 

 

国家社会主義人民国家は、労働の倫理的原則の上に建設され、すべての創

造者の真の国家共同体を確立するものである。 
 

  この労働の義務を避ける者は非社会的であり、労働者として国民社会に

溶け込めるようになるまで、労働キャンプで再教育されることになる。労

働と楽な収入によって生活と財産を得ることに慣れていた人々は、そのよ

うな時代が終わったことにすぐに気づくだろう。  

 

このようにして、未来の国家社会主義人民国家では、あらゆる寄生的な生

き方は不可能になる。 
 

しかし、この革命の後でもなお、その原則に反対し、そのような搾取的な

生き方を続けようとし、それによって共同の利益を害する者は、NSDAP
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によって人民の害虫、常習犯とみなされ、死刑に処せられる。詐欺師やゆ

すり屋がその例として挙げられているが、このリストはかなり拡大されな

ければならず、最終的には、労働者人民の犠牲の上に生活し、収入を得よ

うとし、その結果、人民から排除しようとするすべての搾取者に適用され

る。このような人民の害虫の活動は、もはや単なる非社会的なものではな

く、反社会的なものである。したがって、これに対する答えは、もはや労

働キャンプではなく、ロープである！ 
 

NSDAPは、人種に関係なくドイツ国民を搾取すること、すなわち、ドイ

ツに客人として住む外国籍のメンバーに対しても死刑を科すと脅すこと

で、この要求を強化している。ドイツ国民から搾取し、略奪することはも

う誰にも許されない。それによって国民共同体から排除される不名誉なド

イツ人も、国民に背を向けて自分自身を富ませようとする外国人も、そし

てもちろん、最終的には、民族の国際的寄生虫としてすべての民族の生き

血を吸う世界的大金持ちも！こうして、ナショナリズムと社会主義の環は

再び閉じる！ナショナリズムは国民経済の国際的搾取を止め、社会主義は

個々の国民の国内的搾取を止める。  

 

人民の害虫に対する死刑を求めるこの第18点の要求によって、党綱領の基

本的な社会主義的要求が近づいた。 
 

これまで見てきたように、NSDAPの綱領は、ドイツ民族の統一、自由、

平等、生活空間に対するドイツ民族主義の要求から始まる。これに続くの

はドイツ人種意識の要求であり、ドイツ人に自分たちの種族に対する自信

と誇りを取り戻させ、閉鎖的な外国民族の定住を阻止することである。  
 

しかし、この2つは、共同体に対して義務を果たす国民の一人一人が、自

分が公平に扱われ、報われることを確信し、誰も自分の犠牲の上に自分を

富ませ、搾取することはないと確信できる場合にのみ、実現することがで

きる。そうして初めて、彼は自らを共同体に奉仕するようになる。ドイツ

社会主義は、この目標を達成するものである：  

 

第9点から第18点までは、党綱領の社会主義的要求が含まれている。この

範囲だけでも、党が社会主義的感情をいかに重視しているかがわかる。こ
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れらの綱領の諸項目の一貫した実施は、世界がかつて経験したことのない

ような社会革命につながり、他のものとは異なり、新たな抑圧や新たな搾

取に終わることはない。なぜなら、これらの綱領には、要求だけでなく、

寄生的な生活形態を維持・回復しようとするすべての人々に対する厳しい

結果も含まれているからである。 
 

国家社会主義はこうして、ナショナリズム、人種意識、社会主義をひとつ

の革命的世界観に統合し、現代世界の危険な危機に対する答えとする。ド

イツ社会主義はその中心であり核心である。  

 

党綱領の社会主義的要求は、すべての労働と努力なき所得の撤廃と利子の

束縛の打破によって、労働を基礎とし、平等な権利と義務をもって共通の

利益のために働き、ドイツに再び故郷を見出したすべての人民の同志のた

めの正義に基づく真の国家共同体が可能になったときに達成されるであろ

う。  

 

そのために私たちは戦っている！ 
 
 

19  

ドイツ法 
 

「物質主義的な世界秩序に奉仕するローマ法を、ドイツのコモン・ローに

置き換えることを要求する」。 

 

ドイツ社会主義が国民経済の自由のために闘うように、ドイツ法は国家管

轄権の自由を実現する。ドイツ法はドイツ国民共同体に奉仕し、あらゆる

国際的、異質な、あるいは反国民的な影響から自由でなければならない：  

 

"正しいことこそがドイツ国民のためになる！" 

 

対照的に、ローマ法は物質主義的な世界秩序、すなわち支配的なマイナス

世界に奉仕している： 
 

* ローマ法は、その名が示すとおり、ローマ帝国の法慣行からその中核を
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派生させたものであり、人種や民族の違いを考慮することなく、当初から

個人と国家および他国民との関係を規制してきた。そのため、基本的に占

領法であり、常に占領法であり続けた。 
 

* ローマ法は法学の源泉として民衆の正義感を排除しているため、民族の

種の保存や発展に向けた目標も開発しなかった。民族の生命と発展を守る

のではなく、最終的にはあらゆる既存の秩序に奉仕する。理想主義的な推

進力を欠いているため、理想主義的な、種と自然に基づく新しい秩序の法

秩序を形成するには不向きである。それは唯物論的な世界秩序とともに克

服され、ドイツ法に取って代わられるだろう。 
 

* ローマ法は多様な現実の生活を想定しておらず、個人に対して真の正義

を貫こうとしない。ローマ法では、法と正義は両立しない。ローマ法は、

事実に満ちた高度に抽象的な法芸術の世界を構築する。これらの事実は、

処罰に値する行為を捕らえることができるように正確に定式化されている

が、同時に、熟練した法学者がさまざまな解釈をすることによって、ほと

んどどんな結果でも達成することができるように複雑になっている。  
 

しかし、これでは、法律は宝くじゲームか、より巧みな弁護士が自分の味

方であることを知っている誰にでも売られるものになってしまう。しか

し、何よりも：  

 

たとえ世界で最も優れた意志を持っていたとしても、抽象的に定式化され

た事実の集合は、その多様性において生命を公正に反映することはできな

い。事実の総和は現実の姿を示すものではなく、むしろドグマ、つまり生

命の現実を生命とは異質な構造に従わせようとする究極的に恣意的な定義

なのである。 
 

これらの理由から、ローマ法は法学以外のものを生み出すことはできず、

法の実際の目的、すなわち正義の確立を達成することはできない。 
 

対照的に、ドイツ法はヴェルキッシュ法であり、理想主義的な法であり、

自然法である。対外的には国家の自由を、対内的には正義を保障するヴェ

ルキッシュ法学を可能にする。  
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この原則はドイツ国民の正義感から直接導き出されたものであり、ド

イツ国民の種を守り発展させるために役立つものである。具体的な行

為に適用できるかどうかを判断するために抽象的な事実を構築するの

ではなく、実践的なルールとして原則を確立するのである：  

 

処罰の対象となるのは、国民社会全体または国民社会の他の構成員に

危害を加えるものである。処罰可能な行為は処罰される。刑罰の量と

種類は、構成された犯罪から抽象的に生じるのではなく、犯罪の重大

性と犯罪者の人格から具体的に生じる。 
 

したがって、これらの原則に基づく新しい法制度は、刑罰に値する行

為のごく一般的な例と、正当な量刑の例を示すだけで、あとはすべて

裁判所に委ねられることになる。法律を決定する際、裁判所は、公正

であると認識されている同等のケースにおける以前の判決に依拠する

ことになり、一定の指針を与えることはできるが、そうする必要はな

い。最終的に決定的になるのは国民の正義感であり、「国民の名にお

いて」という公式がその意味を取り戻すことになる。この正義感を貫

徹させるため、今後、判事は法学の基礎課程に合格した候補者の中か

ら自由な民選で選ばれることになる。定期的に行われる新しい選挙に

よって、民衆の統制が確保される。次の段階として、司法の運営は陪

審員の手に委ねられる。陪審員は、他の国民に対する犯罪を担当する

裁判所では国民によって定期的に選出され、国民共同体に対する犯罪

を担当する裁判所では政党によって任命される。有罪かどうかと刑罰

の量については、彼らだけで決定される。 
 

とはいえ、プロのジャッジが不要になることはない。それどころか 
 

  国家社会主義人民国家は、高い資質と情熱を持った裁判官を必要とし

ている：  
 

彼らは新しい法秩序の精神に染まらなければならず、判例法全体を研

究し、同等のケースにおける他の判決も知っている。そのため、陪審

員に慎重かつ責任ある助言を与えてから判決を下す。検察側や弁護側

と同様、彼らもまた、評決が不当だと感じた場合、次の上級審に上訴
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する権利を有する。  

 陪審法廷の上位に位置する最高の法的権限は、中央議会（ライヒス

ターク）であり、最高裁判所の支配者であり、国民の組織的意思の体

現者である総統である。 
 

このようにして、法学は、生活から遊離した教義として人々に重くの

しかかることをやめ、それ自体が目的となる。ドイツ法とその法学

は、司法を人々の生活の一部と理解し、人々の生活と発展に奉仕し、

すべての人々に正義を与え、人々が権利を獲得するのを助けるのであ

る。  

 

正義の上にのみ、真の国家共同体が築かれる。国民の正義感のみが正

義の源であり、その目に見える表現が法と正義の運営となるに違いな

い！ 
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